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督
促
手
数
料
の
徴
収
を
廃
止
し
ま
す

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付

特
例
の
申
請
に
つ
い
て

資
源
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

i

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
2
弾
申
し

込
み
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し

た
（
令
和
5
年
2
月
末
ま
で
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

を
し
た
方
対
象
）

i

引
き
続
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
申
請
サ
ポ
ー
ト
（
無
料
）
を

行
っ
て
い
ま
す

i

・蕁３１―

◆紙類

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、人
権
・

行
政
相
談
所
の
開
催

無
料
弁
護
士
相
談
会
の
開
催

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
実
施

〜
人
も
自
然
も
草
花
も
爛
漫
〜

i

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

に
つ
い
て

i

　
町
の
条
例
改
正
に
よ
り
、令
和
５
年
４

月
１
日
以
降
に
納
付
期
限
が
到
来
す
る

町
税
、料
金
の
督
促
手
数
料（
１
０
０
円
）

が
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、令
和
５
年
３
月

３１
日
以
前
に

納
付
期
限
の
到
来
し
た
町
税
・
料
金
に
対

す
る
督
促
手
数
料
は
、廃
止
の
対
象
と
な

ら
な
い
の
で
、納
付
が
必
要
で
す
。

（
例
１
）令
和
４
年
度
国
民
健
康
保
険
税
随

１
期（
納
付
期
限
令
和
５
年
３
月

３１
日
）

が
未
納
で
督
促
状
が
発
付
さ
れ
た
場
合

は
、督
促
手
数
料
の
納
付
が
必
要
で
す
。

（
例
２
）令
和
４
年
度
国
民
健
康
保
険
税
随

２
期（
納
付
期
限
令
和
５
年
５
月
１
日
）

が
未
納
で
督
促
状
が
発
付
さ
れ
た
場
合

は
、督
促
手
数
料
の
納
付
は
不
要
で
す
。

◆
廃
止
の
対
象
と
な
る
税
金
・
料
金

・
町
県
民
税
　
　
・
軽
自
動
車
税

・
国
民
健
康
保
険
税

・
固
定
資
産
税
　
・
介
護
保
険
料

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

・
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所
負
担
金

・
保
育
所
利
用
料

・
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

・
漁
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

収
納
係

　
蕁
４
３
―

２
８
１
６

　
高
知
県
で
は
、
幡
東
都
市
計
画
公
園

（
土
佐
西
南
大
規
模
公
園（
大
方
地
区
お

よ
び
佐
賀
地
区
））お
よ
び
中
村
都
市
計

画
公
園（
土
佐
西
南
大
規
模
公
園（
中
村

地
区
））の
都
市
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、

都
市
計
画
原
案
の
縦
覧
を
開
催
し
ま
す

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〈
都
市
計
画
案
の
縦
覧
〉

◆
縦
覧
期
間

　
７
月

１８
日（
火
）〜
８
月
１
日（
火
）

　
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

◆
縦
覧
場
所

　
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課

〈
意
見
書
に
つ
い
て
〉

　
都
市
計
画
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
方

（
当
該
縦
覧
案
件
に
関
す
る
内
容
に
限

り
ま
す
）は
、
高
知
県
知
事
に
対
し
、８

月
１
日（
火
）ま
で
に
、
意
見
の
要
旨
と

そ
の
理
由
、
住
所
、
氏
名
を
記
載
し
た

書
面（
意
見
書
の
様
式
は
任
意
）を
下
記

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

は
、
当
日
必
着
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

○
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
土
木
部 

都
市
計
画
課 

計
画
担
当

　
蕁
０
８
８
―

８
２
３
―

９
８
４
６

　
〒
７
８
０
―

８
５
７
０

　
高
知
市
丸
ノ
内
１
―

２
―

２
０

◆
道
路
上
に
は
み
出
し
て
い
る
樹
木
の

伐
採
の
お
願
い

　
道
路
上
に
鉢
植
え
な
ど
が
置
か
れ
て

い
る
箇
所
や
私
有
地
か
ら
道
路
や
歩
道

に
樹
木
や
枝
が
は
み
出
し
て
、
歩
行
者

や
自
転
車
お
よ
び
自
動
車
な
ど
の
通
行

の
支
障
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま

す
。
　
　

　
歩
行
者
や
通
行
車
両
の
事
故
に
つ
な

が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
故
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、
建
築
限
界
を

守
り
、
は
み
出
し
て
い
る
樹
木
の
伐
採

や
鉢
植
え
な
ど
の
移
動
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
建
築
限
界

　
道
路
法
第

３０
条
お
よ
び
道
路
構
造
令

第
１２
条
で
は
道
路
を
安
全
に
通
行
す
る

た
め
、
車
道
の
上
空
４
・
５
ｍ
、
歩
道

の
上
空
２
・
５
ｍ
の
範
囲
に
、
通
行
の

障
害
に
な
る
物（
樹
木
・
看
板
な
ど
）は

置
い
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

◆
ご
注
意

　
私
有
地
の
生
垣
や
庭
木
な
ど
か
ら
の

倒
木
や
道
路
上
に
張
り
出
し
た
枝
の
落

下
な
ど
に
よ
り
、
通
行
中
の
歩
行
者
や

車
両
な
ど
が
損
傷
す
る
事
故
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
樹
木
の
所
有
者
が
賠
償

を
請
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課 

土
木
係

蕁
４
３
―

２
１
１
５

　
佐
賀
支
所 

建
設
課 

土
木
係

　
　
　
　
 
蕁
５
５
―

３
７
０
０

私有地 私有地歩道 車道

4.5m

2.5m

建築限界の範囲

道
路
の
健
全
な
通
行
に
つ
い
て

i

幡
東
都
市
計
画
公
園
お
よ
び
中

村
都
市
計
画
公
園
の
都
市
計
画

原
案
の
縦
覧
の
お
知
ら
せ

i

督
促
手
数
料
の
徴
収
を
廃
止
し
ま
す

i


